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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年９月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年６月１７日 ０５時３５分ごろ 

発生場所 広島県江田島市能美
の う み

島西方沖 

 畑港是長
これなが

西防波堤灯台から真方位３１４°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.２′ 東経１３２°２３.２′） 

事故の概要  遊漁船みずき丸は、南南東進中、また、プレジャーボート美穂
み ほ

丸

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 美穂丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板に破口等を生じ、また、

みずき丸は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 みずき丸、４.９トン 

ＨＳ３－４２９３９（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.５３ｍ（Lr）×２.７１ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０２.００kＷ、平成１８年７月２８日 

第２７０－４５８４９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 美穂丸、１.６７トン 

   ２９１－２０１３１広島、個人所有 

   ５.８９ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４.７１kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月２２日 

    免許証交付日 平成２５年１２月６日 

           （平成３１年６月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１８年５月１１日 

    免許証交付日 平成２７年９月１１日 

           （平成３３年５月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に破口及び擦過傷、全損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約４００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０４時５７分ごろ 

 広島県南部には、６月１７日０３時５９分に濃霧注意報が発表さ

れ、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、江田島市大

黒神島付近の釣り場に向け、能美島西方沖を手動操舵により南南東進

していた。 

 船長Ａは、レーダーとＧＰＳプロッターの画面を見ながら能美島西

岸に沿って航行中、平成２７年６月１７日０５時３５分ごろ、船体に

衝撃を感じ、直ちに機関を後進に入れて周囲を確認したところ、Ｂ船

を認め、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 Ａ船は、釣り客が、落水した船長Ｂを救助するとともに、海上保安

庁に本事故の発生を通報した後、Ｂ船をえい
．．

航して江田島市畑漁港へ

向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、機関を中立として船首を南東方

に向け、能美島西方沖で釣りをしながら漂泊していた。 

 船長Ｂは、船体中央部の椅子に腰を掛け、右舷方を向いて竿
さお

を出

し、時々周囲を見ながら釣りを行っていたところ、左舷船尾方からＢ

船に接近するＡ船を視認した。 

 船長Ｂは、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思っていた

ところ、Ａ船が、接近して来たので、Ａ船に向かって大声で叫んだ

が、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突時の衝撃で落水し、Ａ船に救助された後、救急車で

病院に搬送され、右下腿
たい

挫創、右股関節捻挫、頭部打撲、左臀
でん

部打撲

及び右大腿打撲と診断された。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて畑漁港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、本事故までにＡ船のレーダー映像の調整を行ったことが

なかった。 

 船長Ａは、本事故時、入
いる

鹿
か

鼻付近で急に霧で視界制限状態となった

ので、速力を約２０ノット（kn）から約１２knに減じ、レーダーには

っきり映っていた能美島の西岸に沿って航行することとした。 

 船長Ａは、レーダーでＡ船が陸岸から１００～２００ｍ離れて航行

していることを主に確認していた。 

 船長Ａは、レーダー画面で能美島西方沖に映っていた細かい点の映

像の中に、Ｂ船のレーダー映像が紛れていたのかもしれないと本事故
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後に思った。 

 船長Ａは、本事故当日、気象海象の情報を入手しておらず、濃霧注

意報が発表されていることを知らなかった。 

 船長Ａは、ふだん霧で視程が２００ｍ程度になった場合、行きあし

を止めていたが、本事故時は、霧が濃くなったり薄くなったりしてい

たので、間もなく霧が薄くなると思い、行きあしを止めなかった。 

 Ａ船は、電子ホーンを装備していたが、本事故当時、霧中信号を行

っていなかった。 

船長Ａが広島県知事に届け出ていた遊漁船業の適正化に関する法律

に基づく業務規程には、出航前及び出航してから帰航するまでの間、

波高、風速、視程及び水路通報、気象・海上警報等の運航に関係する

情報を収集し、海上警報（波浪、風、霧等）の発令中、若しくは視程

が１,０００ｍ以下になれば、出航を中止又は帰航する旨が定められ

ていた。 

 Ｂ船は、レーダー反射器を備えていなかった。 

 船長Ｂは、笛をマストにぶら下げていたが、本事故時には使用しな

かった。 

 船長Ｂは、本事故当日の０５時００分ごろ畑漁港を出港した際、霧

で視界が悪くなっているのを認めたが、もう周囲が明るくなっていた

ので、航海灯を表示していなかった。 

 船長Ｂは、これまで漂泊して釣りを行っているとき、航行中の他船

が、漂泊しているＢ船に約１０ｍの距離まで接近してから避けて行く

ことがあったので、本事故時も、航行中のＡ船が、近くまで来てから

避けるものと思っていた。 

船長Ｂは、Ａ船が２０kn以上の速力で接近してくるように見えた。 

 船長Ａ及び釣り客は、いずれも救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界制限状態となった能美島西方沖を南南東進中、船

長Ａが、レーダー及び目視による見張りを適切に行っていなかったこ

とから、漂泊しているＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

船長Ａは、レーダーでＡ船が陸岸に沿って航行することに注意を向

けていたことから、レーダー及び目視による見張りを適切に行ってい

なかったものと考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった能美島西方沖において漂泊中、

船長Ｂが、左舷船尾方に接近するＡ船を視認した際、航行中のＡ船が
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漂泊中のＢ船を避けるものと思って漂泊を続けていたことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、これまで漂泊して釣りを行っているとき、航行中の他船

が、漂泊しているＢ船に接近してから避けて行くことがあったことか

ら、本事故時も、Ａ船がＢ船を避けるものと思って漂泊を続けていた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、霧で視界制限状態となった能美島西方沖において、Ａ船

が南南東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、レーダー及び目視による見

張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、左舷船尾方に接近する

Ａ船を視認した際、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思っ

て漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダーを使用して見張りをする際は、レーダーの調整等に習熟

しておくこと。 

・霧などで視界制限状態の海域を航行する際は、霧中信号を行い、

法定灯火を表示すること。 

・業務規程を遵守すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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